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ペ
ー
ジ

規　
　
　

則

〇
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正

　

す
る
規
則 

（
建
築
宅
地
課
）　
　

一

規　
　
　

則

　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
三
十
六
号

　
　
　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
八
年
宮
城
県
規
則
第
八
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
様
式
第
八
号
」
を
「
様
式
第
十
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

　

第
十
条
中
「
様
式
第
七
号
」
を
「
様
式
第
九
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

第
九
条
第
一
項
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
」
に
、「
第
一
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」

に
、「
第
二
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
三
百
一
の
項
」
を
「
三
百
六
の
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第

三
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　

第
八
条
中
「
様
式
第
六
号
」
を
「
様
式
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
七
条
第
一
項
中
「
様
式
第
四
号
」
を
「
様
式
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
様
式
第
五
号
」
を
「
様
式
第

七
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
六
条
中
「
様
式
第
三
号
」
を
「
様
式
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
五
条
中
「
第
四
条
各
号
」
を
「
第
二
十
六
条
各
号
」
に
、「
様
式
第
二
号
」
を
「
様
式
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条

を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
四
条
中
「
様
式
第
一
号
」
を
「
様
式
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

　

第
三
条
中
「
第
五
条
」
を
「
第
二
十
七
条
」
に
、「
第
一
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条

を
第
七
条
と
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
中
「
第
一
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
二

百
九
十
九
の
項
１
イ
」
を
「
三
百
四
の
項
１
イ
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第

一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
し
、
第
一
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

　

（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
に
関
す
る
書
類
の
様
式
）

第 

二
条　

省
令
第
一
条
第
一
項
の
表
に
掲
げ
る
図
書
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
図
書
の
縮
尺
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
縮
尺
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

配
置
図　

百
分
の
一
か
ら
千
分
の
一
ま
で

　

二　

各
階
平
面
図　

五
十
分
の
一
か
ら
四
百
分
の
一
ま
で

　

三　

立
面
図　

五
十
分
の
一
か
ら
四
百
分
の
一
ま
で

　

四　

断
面
図
又
は
矩
計
図　

五
十
分
の
一
か
ら
二
百
分
の
一
ま
で

　

五　

各
部
詳
細
図　

十
分
の
一
か
ら
百
分
の
一
ま
で

２ 　

省
令
第
一
条
第
一
項
の
計
画
書
に
添
え
る
図
書
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
四
番
の
大
き
さ
に
折
り
畳
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

（
変
更
の
場
合
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
に
関
す
る
書
類
の
様
式
）

第 

三
条　

前
条
の
規
定
は
、
省
令
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
省
令
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
の
う
ち
変
更
に

係
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２ 　

省
令
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
省
令
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
の
う
ち
変
更
に
係
る
も
の
に
は
、
変
更

に
係
る
部
分
に
つ
い
て
変
更
前
及
び
変
更
後
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
軽
微
な
変
更
）

第 
四
条　

建
築
主
又
は
国
、
都
道
府
県
若
し
く
は
建
築
主
事
を
置
く
市
町
村
（
以
下
「
国
等
」
と
い
う
。）
の
機
関
の

長
は
、
省
令
第
三
条
に
規
定
す
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
軽
微
な
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
完

了
検
査
の
申
請
を
す
る
と
き
に
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
に
係
る
軽
微
な
変
更
説
明
書
（
様
式
第
一

号
）
に
よ
り
そ
の
旨
を
建
築
主
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２ 　

国
等
の
機
関
の
長
は
、
省
令
第
十
一
条
に
規
定
す
る
軽
微
な
変
更
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付
を
求
め
る
と
き
は
、

軽
微
変
更
該
当
証
明
申
請
書
（
様
式
第
二
号
）
に
よ
り
そ
の
旨
を
知
事
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
建
築
物
の
建
築
に
関
す
る
届
出
）
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第 

五
条　

省
令
第
十
二
条
第
一
項
の
各
階
平
面
図
及
び
断
面
図
の
縮
尺
は
、
次
に
定
め
る
縮
尺
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

各
階
平
面
図　

五
十
分
の
一
か
ら
四
百
分
の
一
ま
で

　

二　

断
面
図　

五
十
分
の
一
か
ら
二
百
分
の
一
ま
で

２ 　

省
令
第
十
二
条
第
一
項
の
届
出
書
に
添
え
る
図
書
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
四
番
の
大
き
さ
に
折
り
畳
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３ 　

前
項
の
規
定
は
、
省
令
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
の
う
ち
変
更
に
係
る
も
の

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４ 　

省
令
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
同
条
第
一
項
に
掲
げ
る
図
書
の
う
ち
変
更
に
係
る
も
の
に
は
、
変
更
に
係
る

部
分
に
つ
い
て
変
更
前
及
び
変
更
後
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

様
式
第
八
号
中
「（第

11条
関
係

）」
を
「（第

15条
関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
号
と
す
る
。

　

様
式
第
七
号
中
「（第

10条
関
係

）」
を
「（第

14条
関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
九
号
と
す
る
。

　

様
式
第
六
号
中
「（第

８
条
関
係

）」
を
「（第

12条
関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
八
号
と
す
る
。

　

様
式
第
五
号
中
「（第

７
条
関
係

）」
を
「（第

11条
関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
七
号
と
す
る
。

　

様
式
第
四
号
中
「（第

７
条
関
係

）」
を
「（第

11条
関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
六
号
と
す
る
。

　

様
式
第
三
号
中
「（第

６
条
関
係

）」
を
「（第

10条
関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
五
号
と
す
る
。

　

様
式
第
二
号
中
「（第

５
条
関
係

）」
を
「（第

９
条
関
係

）」
に
、「第
４
条
各
号

」
を
「第

26条
各
号

」
に
改
め
、

同
様
式
を
様
式
第
四
号
と
す
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「（第

４
条
関
係

）」
を
「（第

８
条
関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
三
号
と
し
、
附
則
の
次
に

次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
1
号
（
第
４
条
関
係
）

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
に
係
る
軽
微
な
変
更
説
明
書

（
第
１
面
）

 
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
建
築
主
事
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
申
請
者
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

　
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
に
つ
い
て
，
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
第
３
条
に
該
当
す
る
軽
微
な
変
更
が
あ
り
ま
し
た
の
で
，
変
更
の
内
容
を
報
告
し
ま
す
。

⑴
　
建
築
物
等
の
名
称

⑵
　
建
築
物
等
の
所
在
地

⑶
　
省
エ
ネ
適
合
判
定
年
月
日
・
番
号

⑷
　
変
更
の
内
容

□
Ａ
　
省
エ
ネ
性
能
が
向
上
す
る
変
更

□
Ｂ
　
一
定
範
囲
内
の
省
エ
ネ
性
能
が
減
少
す
る
変
更

□
Ｃ
 　
再
計
算
に
よ
っ
て
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
変
更
（
計
画
の

抜
本
的
な
変
更
を
除
く
。）

⑸
　
備
　
考

※
　
受
　
付
　
欄

※
　
決
　
裁
　
欄

　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
第
　
　
　
　
　
号

担
当
者
印
　
　
　
　
　

（
備
考
）

　
　
１
 　
こ
の
説
明
書
は
，
完
了
検
査
申
請
の
際
に
，
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
に
軽
微
な
変
更

が
あ
っ
た
場
合
に
，
完
了
検
査
申
請
書
の
第
三
面
の
別
紙
と
し
て
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
２
 　
⑷
変
更
の
内
容
の
Ａ
に

印
を
付
し
た
場
合
に
は
第
２
面
に
，
Ｂ
に

印
を
付
し
た
場
合
は
第
３
面
に

必
要
事
項
を
記
入
し
た
上
で
，
変
更
内
容
を
説
明
す
る
た
め
の
図
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
Ｃ
に

印
を
付
し
た
場
合
に
は
軽
微
変
更
該
当
証
明
書
及
び
そ
の
交
付
申
請
に
添
付
し
た
図
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
３
　
※
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
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（
第
２
面
）

　［
Ａ
　
省
エ
ネ
性
能
が
向
上
す
る
変
更
］

変
更
す
る
事
項
の
□
に
印
を
付
す
こ
と
。

□
　
①
　
建
築
物
の
高
さ
又
は
外
周
長
の
減
少

□
　
②
　
外
壁
，
屋
根
又
は
外
気
に
接
す
る
床
の
面
積
の
減
少

□
　
③
　
空
調
負
荷
の
軽
減
と
な
る
外
皮
性
能
の
変
更

□
　
④
　
設
備
機
器
の
効
率
向
上
・
損
失
低
下
と
な
る
変
更

□
　
⑤
　
設
備
機
器
の
制
御
方
法
の
効
率
向
上
・
損
失
低
下
と
な
る
変
更

□
　
⑥
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効
率
的
利
用
を
図
る
こ
と
の
で
き
る
設
備
の
新
設
，
増
設

□
　
そ
の
他
　
（
 

）

□
に
印
を
付
し
た
事
項
に
係
る
具
体
的
な
変
更
内
容
の
記
載
欄

添
付
図
書
等

（
備
考
）

　
 　
変
更
す
る
事
項
す
べ
て
の
□
に
印
を
付
し
，
そ
の
具
体
的
な
変
更
内
容
を
記
載
し
た
上
で
，
変
更
内
容
を

示
す
図
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

（
第
３
面
）

　［
Ｂ
　
一
定
範
囲
内
の
省
エ
ネ
性
能
が
減
少
す
る
変
更
］

変
更
前
の
Ｂ
Ｅ
Ｉ
＝
（
　
　
　
）
≦
 0.9

変
更
と
な
る
設
備
の
概
要

　
□
　
空
気
調
和
設
備

変
更
内
容
記
入
欄

　
□
　
機
械
換
気
設
備

変
更
内
容
記
入
欄

　
□
　
照
明
設
備

変
更
内
容
記
入
欄

　
□
　
給
湯
設
備

変
更
内
容
記
入
欄

　
□
　
太
陽
光
発
電

変
更
内
容
記
入
欄

添
付
図
書
等

（
備
考
）

　
 　
変
更
す
る
設
備
の
す
べ
て
の
□
に

印
を
付
し
，
そ
の
概
要
を
変
更
内
容
記
入
欄
に
，
必
要
事
項
を
第
３
面

別
紙
に
記
入
し
た
上
で
，
変
更
内
容
を
示
す
図
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
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（
第
３
面
　
別
紙
）

　［
空
気
調
和
設
備
関
係
］

　
次
に
掲
げ
る
い
又
は
ろ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
仕
様
の
変
更
（
い
又
は
ろ
に
掲
げ
る
仕
様
の
変
更
以
外
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
が
向
上
す
る
仕
様
の
変
更
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
，
当
該
仕
様
の
変
更
を
含
む
。）

い
 　
外
壁
の
平
均
熱
貫
流
率
に
つ
い
て
５
％
を
超
え
な
い
増
加
か
つ
窓
の
平
均
熱
貫
流
率
に
つ
い
て
５
％
を
超

え
な
い
増
加

外
壁
の
平
均
熱
貫
流
率
に
つ
い
て
５
％
を
超
え
な
い
増
加
の
確
認

　
　
変
更
内
容
　
　
　
□
断
熱
材
種
類
　
　
□
断
熱
材
厚
み

　
　
変
更
す
る
方
位
　
□
全
方
位
　
□
一
部
方
位
の
み
（
方
位
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
変
更
前
・
変
更
後
の
平
均
熱
貫
流
率

　
　
変
更
前
（
　
　
　
　
）
　
変
更
後
（
　
　
　
　
）
　
増
加
率
（
　
　
　
）
％

窓
の
平
均
熱
貫
流
率
に
つ
い
て
５
％
を
超
え
な
い
増
加

　
　
変
更
内
容
　
　
　
□
ガ
ラ
ス
種
類
　
　
□
ブ
ラ
イ
ン
ド
の
有
無

　
　
変
更
す
る
方
位
　
□
全
方
位
　
□
一
部
方
位
の
み
（
方
位
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
変
更
前
・
変
更
後
の
平
均
熱
貫
流
率

　
　
変
更
前
（
　
　
　
　
）
　
変
更
後
（
　
　
　
　
）
　
増
加
率
（
　
　
　
）
％

ろ
　
熱
源
機
器
の
平
均
効
率
に
つ
い
て
10％
を
超
え
な
い
低
下

平
均
熱
源
効
率
（
冷
房
平
均
Ｃ
Ｏ
Ｐ
）

　
　
変
更
内
容
　
　
　
□
機
器
の
仕
様
変
更
　
　
□
台
数
の
増
減

　
　
変
更
前
・
変
更
後
の
平
均
熱
源
効
率

　
　
変
更
前
（
　
　
　
　
）
　
変
更
後
（
　
　
　
　
）
　
減
少
率
（
　
　
　
）
％

平
均
熱
源
効
率
（
暖
房
平
均
Ｃ
Ｏ
Ｐ
）

　
　
変
更
内
容
　
　
　
□
機
器
の
仕
様
変
更
　
　
□
台
数
の
増
減

　
　
変
更
前
・
変
更
後
の
平
均
熱
源
効
率

　
　
変
更
前
（
　
　
　
　
）
　
変
更
後
（
　
　
　
　
）
　
減
少
率
（
　
　
　
）
％

（
第
３
面
　
別
紙
）

　［
機
械
換
気
設
備
関
係
］

　
評
価
の
対
象
に
な
る
室
の
用
途
毎
に
つ
き
，
次
に
掲
げ
る
い
又
は
ろ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
仕
様
の
変
更

（
い
又
は
ろ
に
掲
げ
る
仕
様
の
変
更
以
外
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
が
向
上
す
る
仕
様
の
変
更
が
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
，
当
該
仕
様
の
変
更
を
含
む
。）

い
　
送
風
機
の
電
動
機
出
力
に
つ
い
て
10％
を
超
え
な
い
増
加

　
　
室
用
途
（
　
　
　
　
　
）

　
　
変
更
内
容
　
　
　
□
機
器
の
仕
様
変
更
　
　
□
台
数
の
増
減

　
　
変
更
前
・
変
更
後
の
送
風
機
の
電
動
機
出
力

　
　
変
更
前
（
　
　
　
　
　
）
　
変
更
後
（
　
　
　
　
　
）
　
増
加
率
（
　
　
　
）
％

　
　
室
用
途
（
　
　
　
　
　
）

　
　
変
更
内
容
　
　
　
□
機
器
の
仕
様
変
更
　
　
□
台
数
の
増
減

　
　
変
更
前
・
変
更
後
の
送
風
機
の
電
動
機
出
力

　
　
変
更
前
（
　
　
　
　
　
）
　
変
更
後
（
　
　
　
　
　
）
　
増
加
率
（
　
　
　
）
％

ろ
 　
計
算
対
象
床
面
積
に
つ
い
て
５
％
を
超
え
な
い
増
加
（
室
用
途
が
「
駐
車
場
」
又
は
「
厨
房
」
で
あ
る
場

合
の
み
）

　
　
室
用
途
（
　
駐
車
場
 　
）

　
　
変
更
前
・
変
更
後
の
床
面
積

　
　
変
更
前
（
　
　
　
　
　
）
　
変
更
後
（
　
　
　
　
　
）
　
増
加
率
（
　
　
　
）
％

　
　
室
用
途
（
　
厨
　
房
　
）

　
　
変
更
前
・
変
更
後
の
床
面
積

　
　
変
更
前
（
　
　
　
　
　
）
　
変
更
後
（
　
　
　
　
　
）
　
増
加
率
（
　
　
　
）
％
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（
第
３
面
　
別
紙
）

　［
照
明
設
備
関
係
］

　
評
価
の
対
象
に
な
る
室
の
用
途
毎
に
つ
き
，
次
に
掲
げ
る
仕
様
の
変
更
（
次
に
掲
げ
る
仕
様
の
変
更
以
外
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
が
向
上
す
る
仕
様
の
変
更
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
，
当
該
仕
様
の
変
更
を
含
む
。）

単
位
面
積
あ
た
り
の
照
明
器
具
の
消
費
電
力
に
つ
い
て
10％
を
超
え
な
い
増
加

　
　
室
用
途
（
　
　
　
　
　
）

　
　
変
更
内
容
　
　
　
□
機
器
の
仕
様
変
更
　
　
□
台
数
の
増
減

　
　
変
更
前
・
変
更
後
の
単
位
面
積
あ
た
り
の
消
費
電
力

　
　
変
更
前
（
　
　
　
　
　
）
　
変
更
後
（
　
　
　
　
　
）
　
増
加
率
（
　
　
　
）
％

　
　
室
用
途
（
　
　
　
　
　
）

　
　
変
更
内
容
　
　
　
□
機
器
の
仕
様
変
更
　
　
□
台
数
の
増
減

　
　
変
更
前
・
変
更
後
の
単
位
面
積
あ
た
り
の
消
費
電
力

　
　
変
更
前
（
　
　
　
　
　
）
　
変
更
後
（
　
　
　
　
　
）
　
増
加
率
（
　
　
　
）
％

　
　
室
用
途
（
　
　
　
　
　
）

　
　
変
更
内
容
　
　
　
□
機
器
の
仕
様
変
更
　
　
□
台
数
の
増
減

　
　
変
更
前
・
変
更
後
の
単
位
面
積
あ
た
り
の
消
費
電
力

　
　
変
更
前
（
　
　
　
　
　
）
　
変
更
後
（
　
　
　
　
　
）
　
増
加
率
（
　
　
　
）
％

　
　
室
用
途
（
　
　
　
　
　
）

　
　
変
更
内
容
　
　
　
□
機
器
の
仕
様
変
更
　
　
□
台
数
の
増
減

　
　
変
更
前
・
変
更
後
の
単
位
面
積
あ
た
り
の
消
費
電
力

　
　
変
更
前
（
　
　
　
　
　
）
　
変
更
後
（
　
　
　
　
　
）
　
増
加
率
（
　
　
　
）
％

（
第
３
面
　
別
紙
）

　［
給
湯
設
備
関
係
］

　
評
価
の
対
象
に
な
る
湯
の
使
用
用
途
毎
に
つ
き
，
次
に
掲
げ
る
仕
様
の
変
更
（
次
に
掲
げ
る
仕
様
の
変
更
以

外
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
が
向
上
す
る
仕
様
の
変
更
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
，
当
該
仕
様
の
変
更
を
含

む
。）

給
湯
機
器
の
平
均
効
率
に
つ
い
て
10％
を
超
え
な
い
低
下

　
　
湯
の
使
用
用
途
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
変
更
内
容
　
　
　
□
機
器
の
仕
様
変
更
　
　
□
台
数
の
増
減

　
　
変
更
前
・
変
更
後
の
平
均
効
率

　
　
変
更
前
（
　
　
　
　
　
）
　
変
更
後
（
　
　
　
　
　
）
　
減
少
率
（
　
　
　
）
％

　
　
湯
の
使
用
用
途
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
変
更
内
容
　
　
　
□
機
器
の
仕
様
変
更
　
　
□
台
数
の
増
減

　
　
変
更
前
・
変
更
後
の
平
均
効
率

　
　
変
更
前
（
　
　
　
　
　
）
　
変
更
後
（
　
　
　
　
　
）
　
減
少
率
（
　
　
　
）
％

　
　
湯
の
使
用
用
途
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
変
更
内
容
　
　
　
□
機
器
の
仕
様
変
更
　
　
□
台
数
の
増
減

　
　
変
更
前
・
変
更
後
の
平
均
効
率

　
　
変
更
前
（
　
　
　
　
　
）
　
変
更
後
（
　
　
　
　
　
）
　
減
少
率
（
　
　
　
）
％
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（
第
３
面
　
別
紙
）

　［
太
陽
光
発
電
関
係
］

　
次
に
掲
げ
る
い
又
は
ろ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
仕
様
の
変
更
（
い
又
は
ろ
に
掲
げ
る
仕
様
の
変
更
以
外
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
が
向
上
す
る
仕
様
の
変
更
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
，
当
該
仕
様
の
変
更
を
含
む
。）

い
　
太
陽
電
池
ア
レ
イ
の
シ
ス
テ
ム
容
量
に
つ
い
て
２
％
を
超
え
な
い
減
少

　
　
変
更
前
・
変
更
後
の
太
陽
電
池
ア
レ
イ
の
シ
ス
テ
ム
容
量

　
　
変
更
前
　
シ
ス
テ
ム
容
量
の
合
計
値
（
　
　
　
　
　
　
）

　
　
変
更
後
　
シ
ス
テ
ム
容
量
の
合
計
値
（
　
　
　
　
　
　
）

　
　
変
更
前
・
変
更
後
の
シ
ス
テ
ム
容
量
減
少
率
（
　
　
　
）
％

ろ
 　
パ
ネ
ル
方
位
角
に
つ
い
て
30度
を
超
え
な
い
変
更
で
あ
っ
て
，
か
つ
，
傾
斜
角
に
つ
い
て
10度
を
超
え
な

い
変
更

　
　
パ
ネ
ル
番
号
（
　
　
　
　
　
）

　
　
パ
ネ
ル
方
位
角
　
□
30度
を
超
え
な
い
変
更
　
（
　
　
　
）
度
変
更

　
　
パ
ネ
ル
傾
斜
角
　
□
10度
を
超
え
な
い
変
更
　
（
　
　
　
）
度
変
更

　
　
パ
ネ
ル
番
号
（
　
　
　
　
　
）

　
　
パ
ネ
ル
方
位
角
　
□
30度
を
超
え
な
い
変
更
　
（
　
　
　
）
度
変
更

　
　
パ
ネ
ル
傾
斜
角
　
□
10度
を
超
え
な
い
変
更
　
（
　
　
　
）
度
変
更

様
式
第
2
号
（
第
４
条
関
係
）

軽
微
変
更
該
当
証
明
申
請
書

（
第
１
面
）

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
提
出
者
の
住
所
又
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
提
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

 
代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
設
計
者
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

　
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
11条
の
規
定
に
よ
り
，
建
築
物
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
（
非
住
宅
部
分
に
係
る
部
分
に
限
る
。）
の
変
更
が
同
規
則
第
３
条
の
軽
微
な
変

更
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
交
付
を
申
請
し
ま
す
。
こ
の
申
請
書
及
び
添
付
図
書
に
記
載
の
事

項
は
，
事
実
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

【
計
画
を
変
更
す
る
建
築
物
の
直
前
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
】

【
適
合
判
定
通
知
書
番
号
】
　
　
　
第
　
　
　
　
号

【
適
合
判
定
通
知
書
交
付
年
月
日
】
　
　

　
　
年
　
　
月
　
　
日

【
適
合
判
定
通
知
書
交
付
者
】

※
　
受
　
付
　
欄

※
軽
微
変
更
該
当
証
明
書

番
号
欄

※
　
決
　
裁
　
欄

　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
第
　
　
　
　
　
号

　
　
第
　
　
　
　
　
号

担
当
者
印
　
　
　
　
　

担
当
者
印
　
　
　
　
　

（
備
考
）

　
　
※
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
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（
第
２
面
）

　［
建
築
主
等
に
関
す
る
事
項
］

【
１
　
建
築
主
】

　
【
イ
　
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
】

　
【
ロ
　
氏
名
】

　
【
ハ
　
郵
便
番
号
】

　
【
ニ
　
住
所
】

　
【
ホ
　
電
話
番
号
】

【
２
　
代
理
者
】

　
【
イ
　
資
格
】
　
　
　
　
　
（
　
　
　
）
建
築
士
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
）
登
録
第
　
　
　
　
　
号

　
【
ロ
　
氏
名
】

　
【
ハ
　
建
築
士
事
務
所
名
】
（
　
　
　
）
建
築
士
事
務
所
（
　
　
　
　
）
知
事
登
録
第
　
　
　
　
　
号

　
【
ニ
　
郵
便
番
号
】

　
【
ホ
　
所
在
地
】

　
【
ヘ
　
電
話
番
号
】

【
３
　
設
計
者
】

（
代
表
と
な
る
設
計
者
）

　
【
イ
　
資
格
】
　
　
　
　
　
（
　
　
　
）
建
築
士
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
）
登
録
第
　
　
　
　
　
号

　
【
ロ
　
氏
名
】

　
【
ハ
　
建
築
士
事
務
所
名
】
（
　
　
　
）
建
築
士
事
務
所
（
　
　
　
　
）
知
事
登
録
第
　
　
　
　
　
号

　
【
ニ
　
郵
便
番
号
】

　
【
ホ
　
所
在
地
】

　
【
ヘ
　
電
話
番
号
】

　
【
ト
　
作
成
し
た
設
計
図
書
】

（
そ
の
他
の
設
計
者
）

　
【
イ
　
資
格
】
　
　
　
　
　
（
　
　
　
）
建
築
士
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
）
登
録
第
　
　
　
　
　
号

　
【
ロ
　
氏
名
】

　
【
ハ
　
建
築
士
事
務
所
名
】
（
　
　
　
）
建
築
士
事
務
所
（
　
　
　
　
）
知
事
登
録
第
　
　
　
　
　
号

　
【
ニ
　
郵
便
番
号
】

　
【
ホ
　
所
在
地
】

　
【
ヘ
　
電
話
番
号
】

　
【
ト
　
作
成
し
た
設
計
図
書
】

　
【
イ
　
資
格
】
　
　
　
　
　
（
　
　
　
）
建
築
士
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
）
登
録
第
　
　
　
　
　
号

　
【
ロ
　
氏
名
】

　
【
ハ
　
建
築
士
事
務
所
名
】
（
　
　
　
）
建
築
士
事
務
所
（
　
　
　
　
）
知
事
登
録
第
　
　
　
　
　
号

　
【
ニ
　
郵
便
番
号
】

　
【
ホ
　
所
在
地
】

　
【
ヘ
　
電
話
番
号
】

　
【
ト
　
作
成
し
た
設
計
図
書
】

　
【
イ
　
資
格
】
　
　
　
　
　
（
　
　
　
）
建
築
士
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
）
登
録
第
　
　
　
　
　
号

　
【
ロ
　
氏
名
】

　
【
ハ
　
建
築
士
事
務
所
名
】
（
　
　
　
）
建
築
士
事
務
所
（
　
　
　
　
）
知
事
登
録
第
　
　
　
　
　
号

　
【
ニ
　
郵
便
番
号
】

　
【
ホ
　
所
在
地
】

　
【
ヘ
　
電
話
番
号
】

　
【
ト
　
作
成
し
た
設
計
図
書
】

【
４
　
確
認
の
申
請
】

　
□
申
請
済
（
　
　
　
　
　
）

　
□
未
申
請
（
　
　
　
　
　
）

【
５
　
備
考
】
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（
第
３
面
）

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画

　［
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
に
関
す
る
事
項
］

【
１
　
地
名
地
番
】

【
２
　
敷
地
面
積
】
　
　
　
　
　
　
　
　
㎡

【
３
　
建
築
面
積
】
　
　
　
　
　
　
　
　
㎡

【
４
　
延
べ
面
積
】
　
　
　
　
　
　
　
　
㎡

【
５
　
建
築
物
の
階
数
】
　
（
地
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
階
　
（
地
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
階

【
６
　
建
築
物
の
用
途
】
　
□
非
住
宅
建
築
物
　
　
□
複
合
建
築
物

【
７
　
工
事
種
別
】
　
□
新
築
　
　
　
□
増
築
　
　
　
□
改
築

【
８
　
構
造
】
　
　
　
　
　
　
　
　
造
　
一
部
　
　
　
　
　
　
　
　
造

【
９
　
該
当
す
る
地
域
の
区
分
】
　
　
　
地
域

【
10　
工
事
着
手
（
予
定
）
年
月
日
】

　
　
年
　
　
月
　
　
日

【
11　
工
事
完
了
（
予
定
）
年
月
日
】

　
　
年
　
　
月
　
　
日

【
12　
備
考
】

（
第
４
面
）

【
１
　
付
近
見
取
図
】

【
２
　
配
置
図
】
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附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
第
５
面
）

　［
非
住
宅
部
分
に
関
す
る
事
項
］

【
１
　
非
住
宅
部
分
の
用
途
】

【
２
　
非
住
宅
部
分
の
床
面
積
】
　
（
　
　
床
面
積
　
　
）
（
開
放
部
分
を
除
い
た
部
分
の
床
面
積
）

　
　
【
イ
　
新
築
】
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
㎡
）
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
㎡
）

　
　
【
ロ
　
増
築
】
　
　
　
　
全
体
（
　
　
　
　
　
　
㎡
）
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
㎡
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
増
築
部
分
（
　
　
　
　
　
　
㎡
）
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
㎡
）

　
　
【
　
改
築
】
　
　
　
　
全
体
（
　
　
　
　
　
　
㎡
）
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
㎡
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
改
築
部
分
（
　
　
　
　
　
　
㎡
）
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
㎡
）

【
３
　
基
準
省
令
附
則
第
３
条
の
適
用
の
有
無
】
　
　
□
有
　
□
無

　
　
　
　
竣
工
年
月
日
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
　
　
竣
工

【
４
　
非
住
宅
部
分
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
】

　
　
　
□
基
準
省
令
第
１
条
第
１
項
第
１
号
イ
の
基
準
　
□
基
準
省
令
第
１
条
第
１
項
第
１
号
ロ
の
基
準

　
　
　
　
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
　
　
　
　
Ｇ
Ｊ
／
年

　
　
　
　
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
　
　
　
　
Ｇ
Ｊ
／
年

　
　
　
　
Ｂ
Ｅ
Ｉ
（
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
　
□
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
方
法
及
び
そ
の
結
果

　
　
　
（
 

）
　
　

【
５
　
備
考
】
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